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憲法記念行事「市民無料法律相談会」

KJ00628996
2026年4月9日

日時：
令和８年５月７日（木）午前１０時～午後４時

場所：
市民相談センター
（旭川市７条通９丁目　旭川市総合庁舎２階）

内容：
５月３日の憲法記念日及び５月１日～７日の憲法週間を記念し、
旭川弁護士会の弁護士 が無料で法律相談を行います。
※要事前予約・相談時間２０分以内

予約先：
４月２４日（金）までに市民相談センター
（電話番号　０１６６－２６－１９９８）

その他：
旭川弁護士会及び旭川市の共催

令和8年5月7日　10時00分　～　令和8年5月7日　16時00分



 憲法記念行事｢市民無料法律相談会｣の概要  

 

１ 市民無料法律相談 

弁護士が、日常生活上生じる悩みごとに対して、解決のためのアドバイスをして

います。 

（１）相談は１事件につき１回です。 

（２）相談時間は１回２０分以内です。 

 

２ 市民無料法律相談を受けるには、事前に受付時間の予約が必要です。 

（１）市民無料法律相談は予約制です。 

（２）予約は電話又は窓口で行ってください。 

（３）受付時間の指定はできません。 

（４）予約の際、住所、氏名、連絡先、相談内容を確認しています。 

（５）予約をキャンセルする場合は、必ず連絡してください。 

 

３ 相談当日は、予約した時間までに受付してください。 

（１）受付後、相談を受けるまで待ち時間があります。 

（２）予約の時間はあくまで目安ですので、前の相談者の相談時間によって、待ち時

間が長くなったり短くなったりします。 

 

４ その他注意事項 

（１）相談は原則面接により行います。 

（２）相談者本人の事件についての相談とし、原則として代理人による相談は受けて

おりません。 

（３）市民無料法律相談では、問題解決のための助言のみを行います。事件の解決は

しません。 

（４）相談弁護士に仕事の依頼をすることはできません。 

※当初から事件の解決を目的としている方は、市民無料法律相談ではなく、

個々の弁護士に直接依頼してください。 

（５）未成年者による相談は受けておりません。 

 

 

 

 

 

  

予約及び問合せ 

電話番号 ０１６６－２６－１９９８ 

受付時間 平日（祝日を除く月～金曜日）の午前８時４５分～午後５時１５分 


